
～現況届提出の流れ～

入園 毎月1日
1日からの入園となります。
入園後、慣らし保育をする場合があります。 「子育てのための施設等利用給

付(新2号・新3号）」認定を受け
ている

「子育てのための施設等利
用給付認定・変更申請書」
と「保育の必要性を確認す
るための書類」の提出が必
要です。

「教育・保育給付認定申請書（現況届）」の提出が必要です。
また、次の方は併せて添付書類の提出も必要です。
（1ページを参照）

認定申請
入園申込

入園を希望する
前月の15日まで

認定申請・入園申込に必要な書類は「提出書
類について」で確認してください。
※入園までの流れは、4月入園と同様です。

「ひとり親家庭」
「在宅障害児(者)のいる世帯」

「施設利用者負担額（保育料）
減免に係る申請欄」の記入と
「添付書類(保険証の写し等)」
の提出が必要です。

～令和7年５月以降の入園について～ 【令和6年度からの継続利用(1号)の場合】

4月の一斉入園後、受入れ可能な園については、随時入園の募
集を行います。各園の空き状況は、市ホームページでも公開
しています。

令和6年度1号認定を受けて在籍し、
令和7年度も1号認定を受けて在籍する場合、

通知送付

入園
令和7年

4月
4月1日からの入園となります。
入園後、慣らし保育をする場合があります。

令和7年
3月下旬

利用者負担額（保育料）決定通知書をお送り
します。（３号認定のみ）
また、前年度と認定事項に変更がある場合
「支給認定証」をお送りします。

結果通知
令和6年

12月下旬頃

保育園
「入所承諾書」が市役所から届きます。

認定こども園・地域型保育事業
市からは何も届きません。

※現況届にて認定区分(1,2,3号)、時間区分（短時間・標準
時間）等が変更になる場合は、1月から認定区分等を変更

します。

※支給認定証の交付は、市が受理した日から30日以内に交
付することになっておりますが、4月入所に向けた認定事務
が集中するため、支給認定証は3月下旬に交付します。

結果通知
令和6年

12月下旬頃

「入所承諾書」または「利用調整結果通
知書」により通知します。
※支給認定証の交付は、市が受理した日から30日以内
に交付することになっておりますが、4月入所に向けた
認定事務が集中するため、支給認定証は3月下旬に交付
します。

入園説明会
令和7年

1月～3月
入園説明会を各園で実施します。
詳細は各園にお問い合わせください。

通知送付
令和7年
3月下旬

「支給認定証」をお送りします。
また、３号認定の方には「利用者負担額（保
育料）決定通知書」を併せてお送りします。

保育の必要性等の確認をし、保育所保育実施
(利用調整)基準表の保育実施指数により選考
を行います。

【新規入園の場合】 【令和6年度からの継続利用(2,3号)の場合】

～令和7年４月入園までの流れ～

認定申請
入園申込

提出期間 認定申請・入園申込に必要な書類は「提
出書類について」で確認してください。
※認定申請・入園申込に関する書類は、第一希望の園
に提出してください。

認定申請
（現況届）

提出期限
園で定めた
期日までに

現況届に必要な書類は「提出書類について」
で確認してください。
　※在籍している園に提出してください。
　　転園する場合は、令和7年度新規入園
　　と同じ流れとなります。

9月13日(金)
～

9月30日(月)

調査・選考
令和6年

10月～11月

保育の必要性等の確認をし、保育所保育
実施(利用調整)基準表の保育実施指数によ
り選考を行います。
※第一希望の園に入園できない場合、電話等で連絡さ
せていただく場合があります。

調査・選考
令和6年

10月～11月


